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はじめに 

 気仙沼信用金庫（以下「当金庫」という。）は、宮城県気仙沼市、南三陸町、岩手県

陸前高田市、大船渡市を主な事業区域とする信用金庫として、大正 15 年の設立以来、

地元中小企業および地域住民のための金融機関として、「共存同栄」を基本理念に掲げ、

地域への貢献、盤石な経営基盤の構築による信頼性の向上と明るく風通しの良い職場づ

くりの実現に向けた方針を確立し、その実現に向けて邁進してまいりました。 

 このような中、平成 23年 3月 11日に発生した東日本大震災（以下「震災」という。）

により、当金庫の事業区域は壊滅的な被害を受け、当金庫のお客様を含む多くの企業や

商店が事業再開の目処の立たない状況に陥るとともに、地域住民も日常生活を維持する

ことさえ困難な状況に置かれました。 

 このため、当金庫は、地域の中小規模の事業者および個人のお客様に対して、円滑な

信用供与の実施に努め、地域の復旧・復興に向けて継続的に貢献していくため、金融機

能の強化のための特別措置に関する法律（以下「法」という。）附則第 11条第１項に規

定する特定震災特例協同組織金融機関として信用金庫の中央金融機関である信金中央

金庫を通じて資本支援の要請を行い、平成 24 年 2 月、150 億円の資本支援を受けまし

た。 

 震災以降、これまで国、県および市町村において、多岐に亘る予算措置を講じたきめ

細かな支援施策の実行により、被災者や被災事業者へ様々な支援の手が差し伸べられて

きました。しかしながら、震災から 5年以上が経過する中、事業者においては事業の再

生・継続、経営改善、事業承継および成長分野等の新たな事業展開に向けた取組み、個

人においては住まいの再建など、様々な問題が山積、顕在化してきており、三陸沿岸地

域の本格的な復興は道半ばの状況にあります。 

 当金庫は、今後も引き続き、地域金融機関としての社会的使命を果たし、地域の復興・

創生および地域経済の活性化に向けた取組みを強力に推し進めるため、今般、法附則第

11条第 4項の規定により読み替えて適用される同法第 33条第 1項にもとづく新たな特

定震災特例経営強化計画（以下「経営強化計画」という。）を策定し、円滑な金融仲介

機能を発揮するとともに、役職員一丸となって、お客様や地域が抱える課題の解決に向

けて尽力してまいる所存でございます。 

 

 

  



2 

１．前経営強化計画の総括 

 当金庫は、平成 23年 4月から平成 28年 3月までの 5年間を実施期間とする経営強

化計画を策定し、資本増強による財務基盤の充実強化を図るとともに、被災したお客

様への支援を通じて、地域の復旧・復興および地域経済の活性化に向けた取組みに努

めてまいりました。 

 なお、前経営強化計画に掲げた施策に係る主な取組みは、以下のとおりです。 

（１）相談態勢の構築・強化 

当金庫は、震災以降、審査課・管理課に設置した「企業支援グループ」において、

被災したお客様からのご相談を受け付けてまいりましたが、平成 24 年 3 月、同グ

ループ、「法人営業推進チーム」および「災害復興支援チーム」を引き継いだ「復

興支援課」を新たに設置しております。復興支援課は、平成 27 年 9 月の本部機構

改革における部制導入により「復興支援部」となりましたが、復興に資する取組み

に係る統括部署としての役割を担うとともに、公的支援制度や各自治体における復

興施策、復興特区に係る情報を提供するなど、営業店および本部関連部署と連携を

図りながら、被災したお客様のご相談にきめ細かに対応してまいりました。 

また、お取引先の経営改善・事業再生等の支援に係る専担部署として平成 26年 9

月、「企業支援課」を新たに設置しております。企業支援課は、同じく部制導入に

より「企業支援部」となりましたが、経営改善・事業再生等の支援のための外部機

関等との連携、当金庫関連部署との業務調整、営業店との協働などに積極的に取り

組んでおります。 

一方、営業店においては、平成 23 年 3 月に南支店、同年 4 月には津谷・盛支店

に「災害復興相談窓口」を設置し、営業休止店舗の営業店長・融資担当者を配置す

るとともに、営業中であった本店、駅前支店では震災直後から「返済方法・返済金

額変更等相談窓口」にて、被災したお客様からのご相談を受け付けてまいりました。 

また、平成 23 年 4 月からは南支店に審査担当役員および審査課職員を随時派遣

するなど、本部と営業店が一体となった相談受付体制を構築し、平成 24年 11月以

降は、住宅ローンや個人版私的整理ガイドラインに係る説明会・個別相談会を、休

日を含めて 19地区で開催（平成 28年 3月末現在）するなど、相談機能の強化に努

めてまいりました。 

こうした取組みの結果、平成 28 年 3 月末現在、これまでの融資相談受付件数累

計は 9,273件に達しております。 

さらに、当金庫においても、震災による甚大な被害を受け、被災直後には 12 店

舗中 10 店舗の閉鎖を余儀なくされましたが、被害が軽微で営業可能であった 2 店

舗において、地域でいち早く通常どおり営業を再開しました。 

また、平成 25 年 2 月には東新城支店を新設、同年 4 月には志津川支店を近隣の

高台へ新築移転、さらに、平成 27 年 3 月には震災以降より南支店 2 階に相談窓口

を設けていた松岩支店を新築移転し、各々通常営業を再開した結果、平成 28 年 3

月末現在、8 店舗で営業を行っているほか、1 店舗で仮設店舗による相談業務を行

っております。 
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■融資相談受付状況                      （単位：件） 

開催場所 気仙沼市 南三陸町 陸前高田市 大船渡市 合計 

件数 6,914 763 405 1,191 9,273 

※平成 28年 3月末現在までの累計 

 

■店舗の状況（平成 28年 3月末現在） 

営業店名 所在地 
震災直後の 

被害状況 

営業状況 

震災 
直後 

現在の状況 
営業再開日 

（平成 23年） 

本 店 気仙沼市八日町 全 壊 休止 通常営業 5 月 25日 

鹿 折 支 店 気仙沼市新浜町 全 壊 休止 駅前支店にて － 

内の脇支店 気仙沼市魚市場前 半 壊 休止 南支店にて － 

津 谷 支 店 気仙沼市本吉町 停 電 営業 通常営業 3 月 14日 

志津川支店 南三陸町志津川 全 壊 休止 
通常営業 

(25.4.15 移転) 
(5月 10日) 

駅 前 支 店 気仙沼市古町 停 電 営業 通常営業 3 月 15日 

南 支 店 気仙沼市田谷 床上浸水 休止 通常営業 3 月 28日 

松 岩 支 店 気仙沼市松崎萱 全 壊 休止 
通常営業 

(27.3.23 移転) 
－ 

高 田 支 店 陸前高田市高田町 全 壊 休止 仮設店舗 (5月 16日) 

大船渡支店 大船渡市大船渡町 全 壊 休止 盛支店にて － 

三 陸 支 店 大船渡市三陸町 全 壊 休止 
盛支店に統合 

(25.11.11 廃止) 
－ 

盛 支 店 大船渡市盛町 床上浸水 休止 通常営業 3 月 28日 

東新城支店 気仙沼市東新城 － － 
通常営業 

(25.2.18 新設) 
－ 

 ※営業再開日における( )書きは、相談業務の開始日 

 

（２）被災者への信用供与の状況 

当金庫は、震災の影響による甚大な被害状況を踏まえ、融資の返済等に支障をき

たしている被災者の方々から相談を受けた場合には、約定弁済の一時停止や貸付条

件の変更等、柔軟に対応してまいりました。 

被災者からの融資等相談にきめ細かに対応した結果、震災以降の貸付条件の変更

契約締結実績は、平成 28年 3月末までの累計で 412先、7,268百万円（うち事業性

ローン 121先、6,138百万円、住宅ローン等 291先、1,130百万円）となっており、

個々の被災者の実情にあわせて返済負担の軽減等を図りました。 

また、新規融資においては、新商品や既存商品の見直しを含め、様々な業種に対

する事業性ローンや個人向け消費者ローン等を幅広く提供しており、被災者向け新

規融資実績は、平成 28 年 3 月末現在で 2,026 先、41,552 百万円となり、この中に

は、震災以降に条件変更対応したお取引先に対する新規融資実績 202 先、4,587 百

万円も含まれており、被災したお取引先の状況を踏まえながら、既往融資と新規融

資の両面より、地域金融の円滑化に取り組んでまいりました。 
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■被災者向けの新規融資の実行状況          （単位：先、百万円） 

 

震災以降累計 

 

うち条件変更先に 

対する新規融資 

先数 金額 先数 金額 

事業性ローン 1,673 38,542 195 4,502 

 うち運転資金 1,165 20,513 146 2,595 

 うち設備資金 508 18,029 49 1,907 

住宅ローン 180 2,658 5 82 

その他 173 352 2 3 

合  計 2,026 41,552 202 4,587 

※平成 28年 3月末現在 

 

■震災からの復旧・復興に向けた融資商品一覧 

種類 対象 商品内容 提供開始 取扱実績 

信
用
保
証
協
会
保
証
付
商
品 

事
業
者 

名  称 

金  額 

返済期間 

担  保 

利  率 

：東日本大震災復興緊急保証 

：280 百万円以内 

：15年以内 

：必要に応じて 

：1.65～2.6% 

平成 23年 

5 月 

30 件 

1,047 百万円 

名  称 

金  額 

返済期間 

担  保 

利  率 

：災害復旧対策資金 

：1,000万円以内 

：10年以内 

：必要に応じて 

：1.0%～1.9% 

平成 23年 

4 月 

42 件 

309百万円 

名  称 

金  額 

返済期間 

担  保 

利  率 

：みやぎ中小企業復興特別資金  

：80百万円以内 

：15年以内 

：必要に応じて 

：1.5% 

平成 23年 

6 月 

228件 

4,339 百万円 

名  称 

金  額 

返済期間 

担  保 

利  率 

：いわて東日本大震災復興資金 

：80百万円以内 

：15年以内 

：必要に応じて 

：1.5～1.7% 

平成 23年 

6 月 

52 件 

866百万円 

保
証
会
社

保
証
付
商
品 

個
人 

名  称 

資金使途 

金  額 

返済期間 

担  保 

保  証 

利  率 

：しんきん災害復旧ローン 

：生活再建資金 

：500 万円以内 

：10年以内 

：不要 

：不要 

：2.6% 

平成 23年 

4 月 

19 件 

34 百万円 
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種類 対象 商品内容 提供開始 取扱実績 

保
証
会
社

保
証
付
商
品 

個
人 

名  称 

資金使途 

金  額 

返済期間 

担  保 

保  証 

利  率 

：新型無担保住宅関連ローン 

：住宅リフォーム、新築資金等 

：1,000万円以内 

：15年以内 

：不要 

：不要 

：0.6～1.6% 

平成 25年 

5 月 

19 件 

61 百万円 

当
金
庫
プ
ロ
パ
ー
商
品 

事
業
者 

名  称 

資金使途 

金  額 

 

返済期間 

担  保 

 

保  証 

 

利  率 

：東日本大震災被災事業者支援融資 

：設備資金 

：中小企業グループ施設等復旧整備補 

助事業での補助金内示金額の範囲内 

：15年以内 

：1年以内、原則不要 

 1年以上、必要に応じて 

：1年以内、代表者のみ 

 1年以上、代表者および事業承継者等 

：1年以内 1.50～3.00% 

 1年以上 1.80～3.775% 

平成 23年 

12 月 

141件 

8,858 百万円 

名  称 

資金使途 

金  額 

返済期間 

担  保 

保  証 

利  率 

：地域力 

：設備資金、運転資金 

：原則 1,000万円以内 

：10年以内 

：必要に応じて徴求 

：代表者のみ 

：当初 2年間利子補給、以降 2.60%以内 

平成 23年 

11 月 
(※平成 25 年

7 月末取扱終

了) 

219件 

1,773 百万円 
 

※信用保証協会震

災保証制度融資 3

件 43 百万円を含

む。 

名  称 

資金使途 

金  額 

返済期間 

担  保 

保  証 

利  率 

：フロンティア 

：創業資金 

：原則 1,000万円以内 

：10年以内 

：必要に応じて徴求 

：代表者のみ 

：当初 2年間利子補給、以降 2.60%以内 

平成 24年 

2 月 
(※平成 25 年

7 月末取扱終

了) 

25 件 

221百万円 

名  称 

資金使途 

金  額 

返済期間 

担  保 

保  証 

利  率 

：みんなの元気 

：設備資金、運転資金 

：原則として 100万円以上 

：15年以内 

：必要に応じて徴求 

：代表者のみ 

：通常商品に一部利子補給(上限あり) 

平成 25年 

12 月 

260件 

12,540百万円 
 

※信用保証協会震

災保証制度融資

19件 236百万円を

含む。 

個
人 

名  称 

資金使途 

 

金  額 

返済期間 

担  保 

保  証 

利  率 

：災害復興住宅ローン 

：住宅の新築、増改築、修繕、土地の

購入等 

：5,000万円以内 

：35年以内 

：融資対象の土地、建物 

：原則として 1 名以上 

：通常商品から金利優遇 

平成 24年 

10 月 

22 件 

466百万円 

※取扱実績は、震災以降、平成 28年 3 月末までの累計 
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（３）販路開拓等支援の取組み 

当金庫は、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネットワークを活用した取組

みを通じて、お客様の販路開拓等の支援に努めてまいりました。 

特に震災以降は、全国の信用金庫等と連携し、被災地域支援の一環としてビジネ

スマッチングイベントや個別商談会、年金旅行客等の誘致に取り組むなど、各々の

機会を最大限に活かし、お客様の売上確保や業績回復、ひいては地域の復旧・復興

に向けた支援に取り組んでまいりました。 

また、(一財)気仙沼しんきん復興支援基金と連携し、平成 26 年 4 月より外部専

門機関と連携したハンズオンによる販路開拓支援事業に取り組んでいるほか、平成

27 年 10 月には「食品表示制度セミナー」の開催を皮切りに、実務者レベルのセミ

ナー、成分分析調査および機能性調査等に係る支援、ひいては資金調達の円滑化に

至るまでのパッケージ化した食品表示法対応支援プログラムを開始するなど、お客

様のニーズに合わせたきめ細かな支援策を実施しております。 

 

■ビジネスフェア等への出展（平成 27年度）          （単位：先） 

イベント名称 開催時期 出展等企業 

千葉県市原サービスエリア復興支援イベント 平成 27年 4月 9 

食品加工企業イノベーションプロジェクト 
平成 26年 8月 

(継続事業) 
8 

さいしんビジネスフェア 平成 27年 6月 3 

ビジネスマッチ東北ハンズオン支援事業Ⅳ 平成 27年 7月 1 

2015"よい仕事おこし"フェア 平成 27年 9月 2 

ビジネスマッチ東北 2015 平成 27年 11月 27 

スーパーマーケットトレードショー2016 平成 28年 2月 7 

ルミネ新宿新南口ビルでの地域産品の販売 
平成 28年 3月 

(継続事業) 
19 

 

■「ビジネスマッチ東北」実績推移                （単位：先、件） 

実施年度 
平成 

23年度 

平成 

24年度 

平成 

25年度 

平成 

26年度 

平成 

27年度 

全体 

参加企業数 291 384 431 459 447 

商談数 2,373 2,585 1,533 1,723 1,318 

成約数 159 189 182 152 160 

 
うち 

当金庫 

参加企業数 7 24 21 39 27 

商談数 46 118 82 181 134 

成約数 13 21 14 22 12 
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（４）経営改善・事業再生等支援の取組み 

当金庫は、震災以降、復興支援課（現復興支援部）が中心となり、お取引先のラ

イフステージに応じた支援の強化を図ってまいりました。また、外部機関等と連携

し、ビジネスマッチング等の施策を組み合わせていくことにより、お取引先の復興

の進捗度合いに留意しながら、財務内容の改善に留まらず、売上向上策などの業績

改善を含めた経営改善支援に取り組んでまいりました。 

さらに、平成 26 年 9 月に、お取引先の経営改善・事業再生等の支援に係る専担

部署として「企業支援課」（現企業支援部）を設置し、営業店および本部関連部署

との連携を図り、経営改善・事業再生等の支援のための外部機関等との連携により、

お取引先の経営改善、事業再生および生活再建等に向けた取組みを積極的に支援し

てまいりました。 

また、お取引先に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小企業

再生支援協議会、産業復興機構、㈱東日本大震災事業者再生支援機構、㈱地域経済

活性化支援機構および(独)中小企業基盤整備機構等の外部機関や税理士等の外部

専門家との連携強化を図っており、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機

能を積極的に活用してまいりました。 

加えて、事業再生支援ファンド等を有効に活用し、被災地域で事業再生に取り組

む事業者の支援を行ってまいりました。 

 

■主な外部機関の活用実績                   （単位：件） 

外部機関名 実績 

宮城県中小企業再生支援協議会 5 

宮城産業復興機構 20 

岩手産業復興機構 6 

㈱東日本大震災事業者再生支援機構 25 

㈱地域経済活性化支援機構 1 

（公財）三菱商事復興支援財団 12 

信金キャピタル㈱ 復興支援ファンド「しんきんの絆」 10 

(公財)日本中小企業福祉事業財団 2 

ＮＰＯ法人プラネットファイナンスジャパン「三陸復興トモダチ基金」 423 

 新規創業助成 76 

再雇用助成 94 

障がい者向け、アクセス改善助成 9 

利子補給型融資 244 

※平成 28年 3月末までの累計 
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（５）決算の概要 

前経営強化計画期間中における決算の概要は、以下のとおりです。 

イ．主要勘定（末残） 

(ｲ) 預金積金 

預金積金残高（平成 28年 3月末）は、公金預金が大幅に増加していること等

から、震災直後の平成 23 年 3 月末に比べて 520 億円増加の 1,488 億円となりま

した。 

 

(ﾛ) 貸出金 

 貸出金残高（平成 28 年 3 月末）は、地域の復旧・復興に向けた資金ニーズ等

に積極的に応需したことから、震災直後の平成 23年 3月末に比べて 26億円増加

の 473億円となりました。 

 なお、中小企業向け貸出は、震災以降、復旧・復興に向けた設備資金、「中小

企業等グループ施設等復旧整備補助事業」に係る補助金のつなぎ資金需要等に積

極的に対応しているものの、補助金の入金による返済等もあり、平成 23 年 3 月

末に比べて 19億円増加の 290億円となりました。 

 

(ﾊ) 有価証券 

 有価証券残高（平成 28年 3月末）は、預金積金の増加に伴い、平成 23年 3月

末に比べて 151億円増加の 334億円となっているものの、近年では市場金利の動

向や支払準備等を念頭に、新規投資を控え安全性および流動性に主眼を置いた国

内債を中心とする運用を行っております。 

 

■預貸金等の推移                    （単位：百万円） 

 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 

預金積金 96,733 120,504 147,384 147,950 149,655 148,812 

貸出金 44,628 46,749 45,884 46,967 46,322 47,303 

 中小企業向け 27,041 30,169 28,297 29,667 30,325 29,019 

有価証券 18,303 34,829 39,490 36,769 34,300 33,459 

 

ロ．損益等 

 震災直後の平成 23年 3月期および平成 24年 3月期決算においては、主として被

災債権に対する引当金の増加に伴い、大幅な赤字を計上いたしましたが、平成 25

年 3 月期以降は安定的に黒字を確保するとともに、内部留保の蓄積に努めました。

この結果、平成 28 年 3 月末の自己資本比率は 35.89％と高い水準を維持しており

ます。 
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■損益等の推移                     （単位：百万円、％） 

 23/3期 24/3期 25/3期 26/3期 27/3期 28/3期 

業務純益 276 ▲89 783 537 383 408 

コア業務純益 349 470 696 539 387 356 

臨時損益 ▲820 ▲1,863 373 484 513 152 

 不良債権処理額 804 1,992 ▲615 ▲471 ▲24 ▲102 

経常利益 ▲543 ▲1,953 1,157 1,021 896 560 

特別損益 ▲169 ▲90 0 ▲2 0 0 

当期純利益 ▲1,327 ▲2,138 1,157 971 864 417 

自己資本比率 9.86 37.09 33.66 33.76 35.17 35.89 

 

 

２．経営強化計画の実施期間 

 当金庫は、法附則第 11条第 4項の規定により読み替えて適用される同法第 33条第

1項にもとづき、平成 28年 4月から平成 33年 3月までの 5年間を実施期間とする経

営強化計画を実施いたします。 

 なお、今後経営強化計画に記載された事項について重要な変化が生じた場合、また

は生じることが予想される場合には、遅滞なく信金中央金庫を通じて金融庁に報告い

たします。 

 

 

３．経営指導契約の内容 

 当金庫は、法附則第 11 条第 1 項第 2 号にもとづき、平成 24 年 2 月 20 日に以下の

とおり経営指導契約を信金中央金庫と締結しております。 

（１）契約期間 

 経営指導契約の契約期間は、契約締結日から法附則第 16 条第 3 項にもとづく経

営が改善した旨の認定または法附則第 17 条第 2 項にもとづく事業再構築に伴う資

本整理を可とする旨の認定のいずれかを申請する日までとすることとしておりま

す。 

 

（２）指導および助言 

 当金庫は、経営指導契約にもとづき、信金中央金庫から、当金庫の被災債権の管

理および回収に関する指導、その他当金庫の業務の改善のために必要な指導および

助言を受け、当該指導および助言にもとづき適切に業務を実施することとしており

ます。 
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（３）報告の提出 

 当金庫は、経営指導契約にもとづき、信金中央金庫に対して、経営強化計画の実

施状況および自らの業務、財産の状況に関する報告を、定期的に、または信金中央

金庫からの求めに応じて、以下のとおり行います。なお、当金庫の経営に重大な影

響を及ぼす事項が生じるおそれのあるときは、速やかに報告を行うこととしており

ます。 

・特定震災特例経営強化計画履行状況報告（3月末基準、9月末基準） 

・被災債権の管理および回収等に係る報告（3月末基準、9月末基準） 

・各期末における財務諸表等      （3月末基準、9月末基準） 

・その他業務および財産の状況に係る報告（随時） 

 

（４）モニタリング 

 当金庫は、経営指導契約にもとづき、経営強化計画の実施状況等に関して、信金

中央金庫が実施するモニタリングを定期的に、または随時受けるとともに、必要な

指導および助言を受けることとしております。 

 なお、当該モニタリングは、定期的に経営状況等に係る資料を提出するオフサイ

ト・モニタリングと、定期的に、または随時行われるヒアリングおよび被災債権に

係る状況等を確認するための貸出金実地調査のオンサイト・モニタリングにより構

成され、当金庫は、当該モニタリングに協力してまいります。 

 

４．損害担保契約の内容 

 法附則第 17 条第 2 項にもとづく事業再構築に伴う資本整理を可とする旨の認定を

受けた特別対象協同組織金融機関等は、被災債権の譲渡その他の処分について損害担

保契約を締結した場合、法附則第 19 条第 1 項において、当該契約の履行により生ず

る損失の一部を補填するための契約を締結することを、預金保険機構に対し申し込む

ことができるとされておりますが、当金庫は、現時点においては、被災債権の譲渡そ

の他の処分にあたりまして、損害担保契約の締結を想定しておりません。 

 また、将来、締結の必要が生じるような状況となった場合には、被災債権の譲渡そ

の他の処分の必要性や費用、契約内容等を慎重に検討し、関係機関等とも協議のうえ、

対応してまいります。 
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５．中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当金庫が主として業務を行っ

ている地域における経済の活性化に資する方策 

（１）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当金庫が主として業務を行

っている地域における経済の活性化に資するための方針 

イ．地域経済等の現状 

岩手県および宮城県の経済情勢は、震災直後には各種指標が大幅に悪化したもの

の、その後急速に持ち直し、概ね震災前の水準へ回復する傾向にあります。 

一方、当金庫の主要な事業区域である三陸沿岸地域では、各自治体の復興計画が

実施段階に入っている中、今なお事業運営や日常生活において厳しい状況に置かれ

ている被災事業者や住民は少なくなく、建築資材・工事費の高騰や雇用のミスマッ

チ、土地の嵩上げ・造成工事の遅れなど、採択された補助金を活用して事業を再開

させる目処が立たない事業者も多数存在しており、早急に取り組むべき課題は多岐

に亘っております。 

店舗所在地における人口・世帯数は、震災前と比較して総じて減少しております

が、世帯数は、震災復興関連の人員流入等により、一部においては増加に転じてい

る状況にあります。 

 

 ■店舗所在地における人口・世帯数の推移         （単位：人、世帯） 

 

 

人口 世帯数 

平成 23年  平成 24年 平成 28年 平成 23年 平成 24年 平成 28年 

2月(A) 3月(B) 3月(C) (C)-(A) 2月(A) 3月(B) 3月(C) (C)-(A) 

気仙沼市 74,247 69,620 65,973 ▲8,274 26,601 25,511 26,039 ▲562 

南三陸町 17,666 15,352 13,599 ▲4,067 5,362 4,877 4,520 ▲842 

陸前高田市 23,221 19,849 19,594 ▲3,627 8,196 7,458 7,609 ▲587 

大船渡市 40,579 38,874 37,646 ▲2,933 14,729 14,420 15,022 293 

 出所：各県ホームページ ※住民基本台帳ベース 

 

 被災 3 県の沿岸市町村における事業所数は、平成 24 年では震災前の平成 21 年比

で 83.2％でありましたが、平成 26 年では同比で 88.4％の水準まで回復し、全国平

均との差は縮小しております。 

 一方、当金庫店舗所在地における事業所数の回復状況は、被災 3 県沿岸市町村計

と比較し下回る水準であり、店舗所在地計および本店所在地である気仙沼市でも

70％を下回っている状況にあります。 

 また、気仙沼市では業種毎に事業再開の状況に差が出ており、今後、事業再開の

促進に係る取組みが、地域経済の発展・成長に向けた大きな課題となっております。 
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■民営事業所数の推移                   （単位：事業所、％） 

 平成 21年 

(A) 

平成 24年 

(B) 

平成 26年 

(C) 
(B)/(A) (C)/(A) 

全国 6,199,222 5,768,489 5,779,072 93.1 93.2 

被災 3県沿岸市町村計 122,646 101,982 108,445 83.2 88.4 

店舗所在地計 9,213 5,571 6,319 60.5 68.6 

 気仙沼市 4,458 2,627 2,987 58.9 67.0 

 南三陸町 870 268 323 30.8 37.1 

 陸前高田市 1,231 634 755 51.5 61.3 

 大船渡市 2,654 2,042 2,254 76.9 84.9 

出所：総務省「経済センサス基礎調査」「経済センサス活動調査」 

 

■本店所在地(気仙沼市)における民営事業所数      （単位：事業所、％） 

 平成 21年 

(A) 

平成 24年 

(B) 

平成 26年 

(C) 
(B)/(A) (C)/(A) 

合計 4,458 2,627 2,987 58.9 67.0 

 農・林・漁業 49 17 32 34.7 65.3 

 建設業 420 234 313 55.7 74.5 

 製造業 380 174 246 45.8 64.7 

 卸・小売業 1,344 638 830 47.5 61.8 

 不動産業、物品賃貸業 383 132 213 34.5 55.6 

 宿泊・飲食サービス業 555 184 334 33.2 60.2 

 生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業 457 243 282 53.2 61.7 

出所：総務省「経済センサス基礎調査」「経済センサス活動調査」 

 

また、有効求人倍率については、震災後における人口減少に加え、復興関連事業

に係る求人が増加したため、高水準となっておりますが、事務的職業が就職難とな

っている一方、建築・土木技術者、医師・看護師等の専門的な技術を必要とする職

業や介護関係等において人手不足が顕著になる等、職業により求人と求職のミスマ

ッチが生じている状況にあります。 
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■全国、東北地区、安定所別有効求人倍率の推移           （単位：倍） 

 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 
平成
28年 

2月 8月 2月 8月 2月 8月 2月 8月 2月 8月 3月 

全 国 0.66 0.65 0.81 0.81 0.91 0.94 1.12 1.09 1.22 1.21 1.35 

岩手県 0.51 0.60 0.81 0.98 1.00 1.09 1.10 1.09 1.15 1.27 1.23 

大船渡 0.47 0.47 0.70 1.20 1.40 2.02 1.71 2.01 1.58 1.74 1.40 

宮城県 0.55 0.69 0.97 1.10 1.32 1.26 1.34 1.23 1.43 1.35 1.46 

気仙沼 0.57 0.37 0.55 0.89 1.46 1.77 1.57 1.96 1.68 1.68 1.75 

出所：厚生労働省「一般職業紹介状況」 

 

ロ．被災地域における東日本大震災からの復旧・復興の進捗状況 

宮城県における被害状況は、当金庫の主たる事業区域である三陸沿岸地域を中心

に甚大な被害を受けており、地震および津波による人的被害（平成 28年 4月 30日

現在）は死者（関連死を含む。）10,551人、行方不明者 1,236人にのぼり、多くの

尊い人命を失うとともに、被災家屋（平成 28 年 4 月 30 日現在）は、全壊 82,999

棟、半壊 155,131棟、一部損壊 224,195棟、被害額（平成 28年 3月 10日現在）は

9兆 2,258億円となる等、壊滅的な打撃を受けました。 

震災以降、これまで国、県および市町村において、多岐に亘る予算措置を講じた

きめ細かな支援施策の実行により、被災者や被災事業者へ様々な支援の手が差し伸

べられてきました。しかしながら、震災から 5年以上が経過する中、事業者におい

ては事業の再生・継続、経営改善、事業承継および成長分野等の新たな事業展開に

向けた取組み、個人においては住まいの再建など、様々な問題が山積、顕在化して

きており、三陸沿岸地域の本格的な復興は道半ばの状況にあります。 

また、当金庫の本店所在地である気仙沼市においても、人的被害（平成 28 年 2

月 29日現在）は死者（関連死を含む。）1,139人、行方不明者 220人にのぼり、被

災家屋（平成 26 年 3 月 31 日現在）は、全壊 16,459 棟、半壊 4,200 棟、一部損壊

5,457棟と全体の 4割に相当する家屋に被害がありました。 

特に、多くの被災者が仮設住宅や賃貸住宅等に入居している中、被災者等の生活

再建に向けた住宅の再建や災害公営住宅等の整備が現在進められておりますが、建

設業を中心とする人手不足の深刻化や資材の高騰により、工事進捗の遅れが懸念さ

れる状況となっております。 

平成 28 年 1 月末現在、気仙沼市における住宅再建として、防災集団移転区画整

備は整備計画 910区画に対して、完了区画数が 512区画（進捗率 56.3％）、災害公

営住宅は整備計画 2,133戸に対し、完成戸数が 453戸（同 21.2％）となっており、

各種災害復旧事業においてインフラ整備も進められておりますが、恒久的な住まい

確保、主要産業の復活に向けた取組みのさらなる加速化が必要となっております。 
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■気仙沼市の住宅再建等事業の状況           （単位：区画、戸、％） 

事業名 
整備計画数 

(A) 

工事着工数 完了数  

(B) (B)/(A) (C) (C)/(A) 

防災集団移転区画整備 910 910 100.0 512 56.3 

災
害
公
営

住
宅
整
備 

市街地 1,329 1,303 98.0 286 21.9 

郊 外 804 744 92.5 167 20.8 

計 2,133     

出所：気仙沼市ホームページ 

※平成 28年 1月末現在 

 

■気仙沼市の主な災害復旧事業                  

事業名 
復旧・整備

計画数 (A) 

着手数  完了数  

(B) (B)/(A) (C) (C)/(A) 

津波防災施設整備（防潮堤） 107箇所 45箇所 42.1％ 9箇所 8.4％ 

農地復旧 521ha 455ha 87.3％ 302ha 58.0％ 

被災道路等復旧（本復旧） 141.0㎞ 52.3㎞ 37.1％ 42.2㎞ 29.9％ 

被災道路等仮舗装 23.0㎞ 23.0㎞ 100.0％ 23.0㎞ 100.0％ 

下水道施設復旧（管） 51.2㎞ 36.9㎞ 72.0％ 1.3㎞ 2.5％ 

出所：気仙沼市ホームページ 

※平成 28年 1月末現在 

 

当金庫の事業区域である三陸沿岸は、沈降地形のリアス式海岸となっており、海

に面した平坦な土地に生活圏が形成され、水深の深い入り江が天然の良港となった

漁業が盛んな地域であります。沖合は黒潮と親潮がぶつかり合う良漁場で世界三大

漁場のひとつ「三陸沖」として知られており、日本各地から漁船が集積し、漁業関

連産業が地域を支えてきました。 

当金庫の本店所在地である気仙沼市は、遠洋・沖合漁業の基地として栄え、主な

産業である水産業、特に漁船漁業については、19 年連続日本一の水揚げ高を誇る

カツオや、マグロ・サンマを中心に震災前の平成 22 年では 225 億円の全国有数の

水揚げ高を誇っておりました。また、水産加工業においては、珍味・冷凍加工品な

どを製造しており、フカヒレ、ワカメ、ホヤ等を中心とした高いブランド力を有し

ております。 

これら二つの産業への特化度合いは極めて高く、加えて、冷凍・冷蔵施設や製氷

業・運送業などの関連産業も多いことから、そこで生み出される雇用と所得が需要

源泉として地域経済を支えております。 

さらに、気仙沼市では震災を経て、観光産業を新たな市の基幹産業として位置付
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けた産業の再生を目指しており、水産業と観光産業の連携・融合による新たな付加

価値の創造と気仙沼ならではの誘客に向けて取り組んでいるところであります。 

 

■気仙沼市魚市場の水揚げ 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成27年 

数量(ﾄﾝ) 

平成 22年比 

103,609 

(100.0％) 

28,099 

(27.1％) 

57,676 

(55.7％) 

61,785 

(59.6％) 

79,011 

(76.3％) 

76,840 

(74.2％) 

金額(百万円) 

平成 22年比 

22,500 

(100.0％) 

8,525 

(37.9％) 

14,295 

(63.5％) 

15,654 

(69.6％) 

17,050 

(75.8％) 

21,267 

(94.5％) 

出所：気仙沼市ホームページ 

※平成 28年 1月末現在 

 

■気仙沼市の観光客入込み数および宿泊者数 

 平成 22年 平成 23年 平成 24年 平成 25年 平成 26年 

入込み数(人) 

平成 22年比 

2,540,589 

(100.0％) 

432,600 

(17.0％) 

784,450 

(30.9％) 

1,019,400 

(40.1％) 

1,238,100 

(48.7％) 

宿泊者数(人) 

平成 22年比 

203,287 

(100.0％) 

39,895 

(19.6％) 

93,499 

(46.0％) 

132,445 

(65.2％) 

145,030 

(71.3％) 

出所：気仙沼市ホームページ 

※平成 28年 1月末現在 

 

ハ．当金庫の基本的な取組姿勢 

当金庫は、「地域の皆様とともに歩み、地域の皆様とともに発展する」を基本方

針に金融の円滑化やお客様の経営支援、地域住民の生活安定に寄与することが、被

災地に本店を構える金融機関としての社会的、公共的使命であることを強く認識し

ております。 

このため、当金庫は、「地元を育て、地元で伸びる」をモットーに、被災した方々

をはじめとして、当地域のために、的確なニーズの把握による施策の策定と、きめ

細かなサービスの実施、盤石な経営基盤の確保、内部管理態勢や法令等遵守態勢の

充実を図り、より一層信頼される金融機関となって、一日も早い地域の復興・創生

に向け、役職員一丸となって邁進する所存であります。 

具体的には、お客様に対する円滑かつ安定的な資金供給に加えて、お客様のニー

ズにあわせた金融商品・金融サービスの提供を行うとともに、地方公共団体や商工

会議所・商工会との連携はもちろんのこと、地域再生・活性化に携わる市民やＮＰ

Ｏ法人等の地域関係者・団体との連携を図りながら、地域の復興・創生および地域

経済の活性化に向けた取組みを推進してまいります。 

特に、被災したお客様への支援については、お客様と一緒になって考え、課題を
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解決していく課題解決型金融を実践し、全役職員をあげて地域の復興・創生および

地域経済の活性化に全力で取り組んでまいります。 

なお、地域の復興・創生にあたっては、解決すべき課題が多岐に亘るため、当金

庫単独では十分な対応が困難なケースも想定されます。当金庫単独での対応が困難

な課題については、中小企業再生支援協議会や信用保証協会等の外部機関および税

理士等の外部専門家との連携を図るとともに、信金中央金庫をはじめとする信用金

庫業界の協力を得て、解決に向けて取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策 

イ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策 

 当金庫は、創業以来、基本方針および経営理念にもとづき、中小規模の事業者（以

下「事業者」という。）に対する円滑な資金供給および貸付条件の変更等に対応し、

事業者の成長・発展を支援するとともに、地域経済の活性化に向けた取組みを積極

的に推進しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、各種ご相談等へのきめ細かな対

応や事業者が抱える経営課題等解決に向けた適切な指導・助言等を行うため、営業

店および本部関係各部が連携するとともに、必要に応じて外部機関等との連携を図

る等、事業者に対する円滑な信用供与を実施するための態勢が整備できたものと評

価しております。今後も引き続き、地域金融機関としての役割を果たし、金融仲介

機能を十分に発揮していくため、以下の取組みをさらに強化してまいります。 

(ｲ) コンサルティング機能・相談機能の発揮 

 当金庫は、信用金庫の強みである face to face による日々の営業活動等を通

じて、お客様とのコミュニケーションを図り、お客様との良好な関係構築・強化

に努めるとともに、きめ細かな対応に取り組んでおります。 

【基本方針】 

 地域の皆様とともに歩み、地域の皆様とともに発展する 

【経営理念】 

「地元を育て、地元で伸びる」をモットーに、当地域の産業経済振興のため金融の円滑

を図り、そして貯蓄の増強に資し、以って社会的使命の達成を期する 

【経営方針・経営計画】 

 奉仕の精神に徹し、信用、信頼をかちとる 

 １．公共性をよく認識し、誠実、親切、迅速を旨として会員の期待に応える。 

 ２．顧客と地域の繁栄のため最善の奉仕を尽くし、頼りにされる金庫にする。 

 ３．リスク管理の徹底にて、資産の健全性に努め、盤石なる経営体制を構築する。 

 ４．清廉、敬愛、勤勉を旨とし、活力ある明るく楽しい職場作りに専念する。 
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 具体的には、事業者の様々なライフステージ（創業・新事業開拓、成長段階、

経営改善、事業再生、債務整理および事業承継）に応じて、事業者が抱える経営

課題やニーズ等を的確に把握するとともに、営業店と関係本部または外部機関等

が連携を図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施

策等の提案を行い、事業者の成長・発展等を積極的に支援しております。 

 

a．本部の関与による相談機能の強化 

当金庫は、震災以降に設置した「復興支援部」が、復興に資する取組みに係る

統括部署としての役割を担うとともに、公的支援制度や各自治体における復興施

策、復興特区に係る情報を提供するなど、営業店および本部関連部署と連携を図

りながら、被災したお客様のご相談にもきめ細かに対応しております。 

また、お取引先の経営改善・事業再生等の支援に係る専担部署として「企業支

援部」を設置し、営業店および本部関連部署との連携を図り、経営改善・事業再

生等の支援のための外部機関等との連携、当金庫関連部署との業務調整、営業店

との協働などに積極的に取り組んでおります。 

 

b．営業店における相談機能の強化 

営業店においては、震災直後に「災害復興相談窓口」を設置し、営業休止店舗

の営業店長・融資担当者を配置するとともに、営業中であった店舗では「返済方

法・返済金額変更等相談窓口」にて、ご相談に対応するとともに、営業店に審査

担当役員および審査課職員を随時派遣するなど、本部と営業店が一体となった相

談受付体制を構築してまいりました。 

こうした取組みの結果、当金庫では、平成 28 年 3 月末までに累計 9,273 件の

融資に関するご相談をいただいております。 

さらに、平成 24年 11月以降は、住宅ローンや個人版私的整理ガイドラインに

係る説明会・個別相談会を休日を含めて 19 地区で開催（平成 28 年 3 月末現在）

するとともに、平成 26 年 10 月より平成 27 年 4 月まで、気仙沼市の災害公営住

宅建築を担う(一社)気仙沼地域住宅生産者ネットワークと連携し、「震災被災者

生活支援センター（災害公営住宅モデルハウス）」において休日金融相談会を 14

回開催するなど、相談機能の強化に努めております。 

加えて、店舗網の再構築として、平成 25年 2月には東新城支店を新設、同年 4

月には志津川支店を近隣の高台へ新築移転、さらに、平成 27 年 3 月には震災以

降より南支店 2階に相談窓口を設けていた松岩支店を新築移転し、各々通常営業

を再開しております。 
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(ﾛ) 審査管理態勢の強化 

 当金庫は、「クレジットポリシー」、「金融円滑化に関する基本方針」、「金融円

滑化管理方針」および各種与信関連規程・マニュアル等を定め、融資取引を行う

にあたって当金庫役職員が遵守すべき基本的事項、金融円滑化に関する基本方針、

新規融資や貸付条件の変更等の相談・申込みへの対応および審査・管理体制等、

事業者に対する信用供与の実施体制を整備しております。 

また、当金庫は、担保または保証に過度に依存することなく、事業者の事業内

容、技術力、販売力、成長性および経営者の資質等を適切に評価する事業性評価

を重視した融資姿勢で取り組んでおります。 

 なお、震災直後には、事業主等の死亡やけが、本社・工場・設備・在庫等の損

壊状況といった「直接被害」のほか、仕入先・販売先の被災や震災による売上減

少などの「間接被害」の状況把握に努め、復旧・復興に向けて事業再開意欲のあ

るお客様に対しては、担保・保証人の取扱いや返済期限などの融資条件の弾力的

な取扱いに取り組むとともに、プロパーおよび信用保証協会の特別融資等を積極

的に活用し、円滑な資金供給に努めております。 

 

(ﾊ) 外部機関等の活用による対応 

 当金庫は、信用保証協会保証による制度融資や㈱日本政策金融公庫等との協調

融資を積極的に活用することにより、事業者に対する円滑な資金供給に努めてお

ります。 

 また、（公財）日本財団と連携した利子補給型融資商品を提供するとともに、（公

財）三菱商事復興支援財団の資本支援および信金中央金庫と信金中央金庫の子会

社である信金キャピタル㈱との共同出資による中小企業向け創業・育成＆成長支

援ファンド「しんきんの翼」も活用しております。 

 さらに、事業者に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小企

業再生支援協議会、産業復興機構、㈱地域経済活性化支援機構および(独)中小企

業基盤整備機構等の外部機関や税理士等の外部専門家との連携強化を図ってお

り、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積極的に活用しておりま

す。 

 

(ﾆ) コンサルティング機能等を発揮できる人材の育成 

 当金庫は、コンサルティング機能の発揮や目利き力の強化に向けた人材の育成

を図るため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣してお

ります。 

また、経営改善・事業再生等をテーマとした実務研修、庫内トレーニー制度の

実施、営業店におけるＯＪＴの推進、担当役員・本部部長等による営業店への臨

店指導を通じて、職員のスキルアップに努める等、課題解決型金融サービスの実
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現に向けた人材の育成を図っております。 

 

ロ．中小規模の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制 

 当金庫は、事業者に対する信用供与の実施状況や各種施策等の対応状況について、

融資部において実績等の管理を行い、定期的に融資部担当役員を通じて常勤理事会

に報告しております。 

 なお、常勤理事会では、営業店等における対応状況をモニタリングするとともに、

施策の取組みが十分でないと認められる場合には、担当部門に対して、要因分析お

よび具体的な対応策の検討・企画立案を指示することとしており、実効性を確保す

るための態勢を整備しております。 

 また、中小企業等金融円滑化の取組みに関する事項については、常勤理事会には

毎月、理事会には定期的に報告するとともに、年 2回、実施状況をホームページ上

に開示しております。 

さらに、経営強化計画に掲げた各種施策等の取組みについても、実施状況を統括

する部署である復興支援部が事務局となって「復興支援会議」を原則毎月開催して

おります。同会議では、部門間の連携強化を図るべく、本部関連部署の役職員を参

加者として、各種施策の実施状況を報告するとともに、判明した課題については、

担当部門等に対し、要因分析および対応策の検討を指示することとしており、常勤

理事会には、諸課題の対応状況や復興支援会議における協議事項等について都度報

告を行っております。 

常勤理事会においても、理事会の委任の下、復興支援部からの報告を受け、実施

状況の確認とその評価を実施するとともに、進捗が捗々しくない場合は、担当部門

等に対し、その要因の分析と対応策の実施を指示いたします。 

また、理事会は、四半期毎に、常勤理事会から経営強化計画の実施状況に係る報

告を受け、計画の実施状況を管理しております。 

さらに、当金庫は、平成 24 年 2 月に信金中央金庫との間で締結した経営指導契

約にもとづき、経営強化計画の実施状況や当金庫の財務の状況等を信金中央金庫に

報告するとともに、被災債権の管理・回収をはじめ経営強化計画に掲げる各種施策

の取組状況について指導・助言および検証を受ける態勢となっております。 

 

ハ．担保または保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要

に対応した信用供与の条件または方法の充実のための方策 

 担保または保証に過度に依存しない融資の促進および事業者の需要に対応した

信用供与については、これまでも地域密着型金融を推進するなかで、無担保・無保

証ローンの取扱いおよび信用保証協会保証付融資の活用等による資金供給を行っ

てきましたが、震災の影響による甚大な被害を受け、動産・不動産が滅失または毀

損している実情を踏まえ、さらなる取組みの強化を図る必要があると認識し、積極
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的に対応しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、お客様のニーズ等を踏まえた商品開発・提供の検討

および商品性の見直し等を図るとともに、事業者の財務内容や担保または保証に必

要以上に依存することなく、継続的な営業活動・経営相談等を通じて、事業者の事

業内容や将来の成長可能性等を適切に評価する事業性評価にもとづく融資を促進

してまいります。 

 また、当金庫は、お客様の資金調達の多様化を図るものとして、太陽光発電に係

る設備等を担保とした融資（ＡＢＬ）の取扱いを行っており、平成 28 年 3 月末ま

での累計で 4件、388百万円の取扱実績があります。 

 さらに、当金庫は、平成 25年 12月に公表された「経営者保証に関するガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。）を踏まえ、対応マニュアルを制定する等、

態勢整備を行っております。 

当金庫は、今後も引き続き、ガイドラインを遵守し、経営者保証に依存しない融

資を促進するとともに、保証契約を締結する場合には、保証契約の必要性の説明お

よび適切な保証金額の設定等の対応を行ってまいります。 

 

（３）被災者への信用供与の状況および被災者への支援をはじめとする被災地域におけ

る東日本大震災からの復興に資する方策 

イ．被災者への信用供与の状況 

(ｲ) 被災状況の把握・確認 

 当金庫は、震災直後から、お客様の安否等を確認しておりましたが、平成 23

年 9 月から同年 10 月にかけて、当金庫と与信取引があるお取引先の被災状況を

把握・確認するため、震災以降の延滞発生先や条件緩和対応先のほか、事業性ロ

ーン取引（与信残高 10 百万円以上）がある事業者および住宅ローン取引がある

個人のお取引先を対象に、個別訪問による直接面談または電話連絡等を行い、建

物・設備、住居等の損壊など直接的な被害に加え、販路喪失や風評被害等による

売上げの減少および給与所得の減少など間接的な被害の状況についても聴き取

り調査を行いました。 

 この与信先を対象とした調査の結果、震災の影響により直接的または間接的に

何らかの被害を受けた先は、当金庫総与信先の 14％を占める 980先、総与信額の

47％を占める 210億円にのぼることが判明しました。 

 当金庫は、震災以降も定期的な訪問活動等を通じて、被災者の状況把握に努め

ており、営業再開、事業再生および生活再建等に伴う被災者への信用供与等、必

要な支援を積極的に行うとともに、適切な指導・助言および最適な施策の提案等、

コンサルティング機能を十分に発揮しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、被災者の良き相談相手として、要望事項やニーズ

を的確に把握・理解するとともに、地域経済の活性化および復興促進の原動力と



21 

なる被災事業者等が真に成長・発展できるよう最大限支援してまいります。 

 

(ﾛ) 被災者への信用供与の実績 

 当金庫は、震災の影響による甚大な被害状況を踏まえ、融資の返済等に支障を

きたしているお客様から相談を受けた場合には、約定弁済の一時停止や貸付条件

の変更等、柔軟に対応してまいりました。 

なお、相談窓口の設置や被災者の方々を個別に訪問して、融資等の相談にきめ

細かに対応した結果、貸付条件の変更契約締結実績は、平成 28 年 3 月末までの

累計で 412 先、7,268 百万円（うち事業性ローン 121 先、6,138 百万円、住宅ロ

ーン等 291 先、1,130百万円）となっており、被災者の個々の実情にあわせて返

済負担の軽減等を図っております。 

 また、信用保証協会保証付制度融資の活用や被災者向けのプロパー融資商品等

の取扱いを新たに開始する等、被災者に対する円滑かつ積極的な資金供給に努め

た結果、被災者向け新規融資実績は、平成 28 年 3 月末現在までの累計で 2,026

先、41,552百万円となっております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、被災者への積極的かつ適切な

信用供与の実施を通じ、地域の復旧・復興に一定の貢献ができたものと評価して

おります。今後も引き続き、被災者への円滑な資金供給等に努めるとともに、適

切な指導・助言および最適な施策の提案等を行う支援態勢をさらに強化し、地域

の復興・創生および地域経済の活性化に向けた取組みを推進することにより、地

域金融機関としての社会的使命を果たしてまいります。 

 

ロ．被災者への支援をはじめとする被災地域における東日本大震災からの復興に資す

る方策 

(ｲ) 地域の復興に向けた支援態勢等の強化 

a．相談機能・顧客支援機能に係る体制の強化 

 当金庫は、震災以降、審査課・管理課に設置した「企業支援グループ」にお

いて、被災したお客様からのご相談を受け付けてまいりましたが、平成 24年 3

月、同グループ、「法人営業推進チーム」および「災害復興支援チーム」を引

き継いだ「復興支援課」を新たに設置しております。復興支援課は、平成 27

年 9月の本部機構改革における部制導入により「復興支援部」となり、復興に

資する取組みに係る統括部署としての役割を担うとともに、公的支援制度や各

自治体における復興施策、復興特区に係る情報を提供するなど、営業店および

本部関連部署が連携し、被災したお客様のご相談にきめ細かに対応してまいり

ました。 

また、お取引先の経営改善・事業再生等の支援に係る専担部署として平成 26

年 9 月、「企業支援課」を新たに設置しております。企業支援課は、同じく部
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制導入により「企業支援部」となり、経営改善・事業再生等の支援のための外

部機関等との連携、当金庫関連部署との業務調整、営業店との協働などに積極

的に取り組んでおります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、「復興支援部」等の新設に

より、復興支援や被災者からの各種ご相談にきめ細かに対応できる体制を構築

できたものと評価しております。今後も引き続き、お客様からのご相談・ご要

望事項等に適切かつ迅速に対応し、幅広い金融商品・金融サービスを提供でき

る体制を維持・強化するとともに、必要に応じて外部機関等の専門的な知見、

ノウハウおよび機能を積極的に活用し、お客様の経営改善、事業再生および生

活再建等の取組みを積極的に支援してまいります。 

 

b．営業店体制の再構築 

 当金庫においても、震災による甚大な被害を受け、震災直後には 12 店舗中

10店舗が営業休止を余儀なくされましたが、営業エリア内に所在する他の金融

機関に先駆けていち早く営業を開始しました。 

 また、平成 25 年 2 月には気仙沼市内の内陸部に東新城支店を新設するとと

もに、震災以降仮設店舗として相談業務を行ってきた志津川支店を平成 25年 4

月に近隣の高台へ新築移転し通常営業を再開しました。三陸支店については、

震災で店舗が全壊し休止中でありましたが、早期の店舗再開は困難との認識か

ら、平成 25年 11月をもって一旦廃止し、盛支店に全ての業務を引き継ぎ統合

いたしました。 

さらに、平成 27 年 3 月には震災以降より南支店 2 階に相談窓口を設けてい

た松岩支店を新築移転のうえ通常営業を再開しました。 

 この結果、平成 28 年 3 月末現在における当金庫の営業店体制は、12 店舗で

すが、通常営業中の営業店は 8 店舗、営業休止中(店舗内店舗・仮店舗で営業

中)の営業店は 4店舗となっております。 

 なお、震災による被害を受けた本店については、同敷地内に建替えすること

を計画しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、震災により休止していた営

業店を順次再開し、被災したお客様の利便性向上等に貢献できたものと評価し

ております。今後も引き続き、地域経済の活性化の一翼を担うべく、震災以降

の市街地形成の状況、各自治体の復興整備計画等にも配慮しながら、お客様の

利便性向上に向けた店舗網の再整備を進めてまいります。 
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■当金庫の店舗配置(平成 28年 3月末現在) 

 

 

c．コンサルティング機能等を発揮できる人材の育成 

 当金庫は、地域の復興・創生を果たすためには、地域やお客様が抱える課題

を的確に認識し、適切な方法等により解決できる人材を育成することが必要で

あると考えております。 

 具体的には、お客様の経営改善、事業再生および生活再建等の取組みを支援

することができるコンサルティング機能の発揮や目利き力の向上に向けた人

材の育成を図るため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を

派遣するとともに、経営改善・事業再生等をテーマとした実務研修、庫内トレ

ーニー制度の実施、営業店におけるＯＪＴの推進、担当役員・本部部長等によ

る営業店への臨店指導を通じて、職員のスキルアップに努める等、課題解決型

金融サービスの実現に向けて人材を育成、強化してまいります。 

  

 (ﾛ) 地域の復興に向けた取組みの推進 

a．復興支援関連融資商品等の提供・推進 

 当金庫は、震災直後から、プロパー融資商品の拡充を図るとともに、信用保

証協会の制度融資等、外部機関とも連携を図りながら、事業性ローン、住宅ロ

ーンおよび消費者ローン等のお客様のニーズに応じた融資商品を提供し、地域

の復旧・復興に向けた資金需要に積極的に対応してまいりました。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、復興支援関連融資商品の提

 
 

 

 

三陸支店 
(25 年 11 月廃止) 

東新城支店 
(新設店舗) 
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供により、お取引先の資金需要に積極的に対応し、地域の復旧・復興および事

業者の成長・育成に一定の貢献ができたものと評価しております。今後も引き

続き、復興・創生の各段階におけるお客様の多様な資金ニーズ等に適切に対応

するため、外部機関との連携も図りながら、既存商品の見直しや新商品の開

発・提供等、円滑な資金供給に努めてまいります。 

 また、当金庫は、地域の復興・創生に向けて、（公財）日本財団と連携した

利子補給型融資商品を提供するとともに、（公財）三菱商事復興支援財団の資

本支援および信金中央金庫と信金キャピタル㈱との共同出資による中小企業

向け創業・育成＆成長支援ファンド「しんきんの翼」」も活用してまいります。 

 

b．販路開拓・拡大等支援の取組み 

 当金庫は、お客様の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等を

支援するための取組みとして、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネット

ワークを活用して開催されるビジネスフェアや個別商談会等への出展機会を

お客様に紹介・提供しております。 

 また、(一財)気仙沼しんきん復興支援基金と連携し、平成 26 年 4 月より外

部専門機関と連携したハンズオンによる販路開拓支援事業に取り組んでいる

ほか、平成 27年 10月には「食品表示制度セミナー」の開催を皮切りに、実務

者レベルのセミナー、成分分析調査および機能性調査等に係る支援、ひいては

資金調達の円滑化に至るまでのパッケージ化した食品表示法対応支援プログ

ラムを開始するなど、お客様のニーズに合わせたきめ細かな支援策を実施して

おります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、ビジネスフェア等への出展

機会の提供を通じ、お取引先の販路開拓・拡大に一定の効果を上げているもの

と評価しております。今後も引き続き、お客様のビジネスチャンスの創出およ

び地域経済の活性化への貢献が期待できるため、信用金庫業界のネットワーク

等を活用したビジネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積

極的に推進してまいります。 

 

c．創業・新事業開拓支援の取組み 

 当金庫は、営業店と復興支援部および企業支援部が連携し、新規創業や新た

な事業分野の開拓を目指す事業者に対して、経営相談、指導・助言、セミナー

の開催および経営情報の提供等、事業者が抱える悩みや課題等を解決するため

の支援の取組みを積極的に行っております。 

 この取組みの実効性を高めるため、㈱日本政策金融公庫、信用保証協会、(独)

中小企業基盤整備機構、宮城県よろず支援拠点およびＴＫＣ東北会等の外部機

関との連携強化を図っており、外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能
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を積極的に活用しております。 

 また、当金庫は、信金中央金庫が中小企業のライフステージに応じたコンサ

ルティング機能の発揮が期待される信用金庫の取組みをサポートするため信

金キャピタル㈱との共同出資により設立した中小企業向け創業・育成＆成長支

援ファンド「しんきんの翼」を活用した支援を実施しており、平成 28 年 3 月

末現在における活用実績は、1件となっております。当ファンドは、「創業・育

成」や「成長（あるいは成長分野）」のステージにある信用金庫取引先の中小

企業に対して、資本または資本性資金を直接供給することを目的として、平成

26年 6月より運営を開始しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、外部機関やファンドの活用

等を通じ、お取引先の創業・新事業開拓に一定の効果を上げているものと評価

しております。今後も引き続き、地域における雇用機会の創出および地域経済

の活性化への貢献が期待できるため、外部機関との連携・協力関係を構築し、

新規事業の立上げ時等に必要となる資金需要に積極的に対応する等、創業等に

対する支援機能を強化してまいります。 

 

d．経営改善支援の取組み 

 当金庫は、震災以降、復興支援課（現復興支援部）が中心となり、お取引先

のライフステージに応じた支援の強化を図ってまいりましたが、外部機関等と

連携し、ビジネスマッチング等の施策を組み合わせていくことにより、お取引

先の復興の進捗度合いに留意しながら、財務内容の改善に留まらず、売上向上

策などの業績改善を含めた経営改善支援に取り組んでおります。 

また、平成 26 年 9 月に、お取引先の経営改善・事業再生等の支援に係る専

担部署として「企業支援課」（現企業支援部）を設置し、営業店および本部関

連部署との連携または必要に応じて外部機関等との連携により、お取引先の経

営改善、事業再生および生活再建等に向けた取組みを積極的に支援しておりま

す。 

なお、当金庫は、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のた

めの中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律」

にもとづく経営革新等支援機関（中小企業が抱える経営課題に対して、事業計

画策定支援等の専門性の高い支援を行うため、税務、金融および企業の財務に

関する専門的知識を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定

の経験年数を持っている機関）として、平成 24年 12月、国の認定を受けてお

ります。 

また、お取引先に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小

企業再生支援協議会、産業復興機構、㈱地域経済活性化支援機構および(独)中

小企業基盤整備機構等の外部機関や税理士等の外部専門家との連携強化を図
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っており、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積極的に活用し

ております。 

加えて、事業再生支援ファンド等を有効に活用し、被災地域で事業再生に取

り組む事業者の支援を行っております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、外部機関の活用による経営

改善計画の策定支援や定期的なモニタリングの実施等を通じ、お取引先の経営

改善に一定の効果を上げているものと評価しております。今後も引き続き、経

営改善支援先の的確な実態把握に努めるとともに、外部機関等との連携も図り

ながら、適切な指導・助言および経営課題等解決のための最適な施策の提案を

行う等、コンサルティング機能を十分に発揮してまいります。また、当金庫は、

このような活動を通じて、お取引先に自らの経営の目標や課題を正確かつ十分

に認識していただいて主体的な行動を促すとともに、支援先の経営改善および

成長に向けた取組みを最大限支援してまいります。 

 

e．事業再生支援の取組み 

 当金庫は、中小企業再生支援協議会および産業復興機構等の外部機関の活用

や税理士等の外部専門家との連携を図りながら、被災した事業者および個人の

お客様の再生・再建に向けた支援に取り組んでおります。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、外部機関やファンドの活用

等を通じ、お取引先の早期の事業再生・再建に一定の貢献ができたものと評価

しております。今後も引き続き、個々の被災者の実情を踏まえ、必要に応じて

以下の対応を行ってまいります。 

(a) 中小企業再生支援協議会の活用 

 当金庫は、被災した事業者の事業再生にあたり、中小企業再生支援協議会

と連携し、債権放棄や私的整理、会社分割などの処理手法も視野に入れなが

ら、実現可能性の高い抜本的な事業再生計画の策定支援を実施しております。 

 平成 28年 3月末現在における活用実績は、5件となっております。 

 

(b) ＤＤＳ等による金融支援 

 当金庫は、お取引先の財務体質の改善を図ることにより、事業再生の実現

可能性が高いと判断できる場合、既存の借入金を資本性借入金（劣後ローン）

としてみなせるＤＤＳや株式に振り替えるＤＥＳによる金融支援が有効な

手段であると考えており、今後、これらの取扱いも検討してまいります。 

 平成 28 年 3 月末現在において、債務者の財務基盤の強化および資金繰り

の安定化に資するため、当金庫の融資額の一部を資本性劣後ローンとして 1

件取り扱いしております。 
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(c) 産業復興機構等の活用 

 当金庫は、事業者の迅速な事業再開を通じて被災地域の復興を図る観点か

ら、債権の買取りに限らず、多様な支援メニューを有している各県の産業復

興相談センターを通じて、宮城産業復興機構および岩手産業復興機構を活用

しております。 

 また、被災した小規模事業者等を重点的な支援対象とし、債権買取に加え、

出融資や債務保証など、様々な支援機能を有する㈱東日本大震災事業者再生

支援機構を活用しております。 

 さらに、豊富な支援実績を有する㈱地域経済活性化支援機構と連携し、事

業再生の難易度が高い事業者の支援案件に取り組みました。 

 平成 28年 3月末現在における活用実績は、宮城産業復興機構 20件、岩手

産業復興機構 6 件、㈱東日本大震災事業者再生支援機構 25 件および㈱地域

経済活性化支援機構 1件となっております。 

 

(d) 事業再生支援ファンドの活用 

 当金庫は、被災地域で事業再生に取り組む事業者を支援することを目的と

して信金中央金庫が設立した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した

支援を実施しております。 

 平成 28年 3月末現在における活用実績は、10件となっております。 

 

(e) 個人版私的整理ガイドラインにもとづく債務整理に係る対応 

 平成 23 年 8 月から、個人債務者の自助努力による生活や事業の再建を支

援するための指針「個人版私的整理ガイドライン」にもとづく債務整理の申

請が開始されておりますが、当金庫では、渉外担当者等の訪問等による説明、

全営業店にポスターの掲示やパンフレットの備置きおよび住宅ローン説明

会・各種相談会等の開催などにより、本ガイドラインの周知を図るとともに、

本ガイドラインにもとづく申出があった場合には、個人版私的整理ガイドラ

イン運営委員会や弁護士とも連携しながら、適切に対応しております。 

 平成 28 年 3 月末現在、当金庫は、41 名のお取引先から債務整理開始の申

出書の提出を受け、うち 26名のお取引先の弁済計画について同意しており、

お取引先の債務状況を踏まえ対応を進めております。 

 

f．事業承継支援の取組み 

 当金庫は、少子・高齢化の進行に伴い、経営者が悩みを抱える事業承継に関

する相談に対して、営業店および本部が一体となって対応するとともに、必要

に応じて外部機関との連携も図りながら、問題解決に向けた支援の取組みを積

極的に行っております。 
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 なお、Ｍ＆Ａによる事業承継支援については、当金庫、信金キャピタル㈱お

よび㈱日本Ｍ＆Ａセンターの 3者間において、平成 25年 1月、「Ｍ＆Ａ業務協

定」を締結しており、外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を有効に

活用しております。 

 また、当金庫における事業承継支援の強化・態勢整備として、平成 26 年 3

月に当金庫本部・営業店担当者、信金中央金庫、(独)中小企業基盤整備機構の

事業承継コーディネーターから構成される「事業承継案件検討会」を設置し、

個別案件の検討・協議、具体的な対応策の実施を進めております。 

さらに、平成 27年度より「事業承継案件検討会」を発展的に拡充させた「企

業支援案件検討会」に改め、事業承継に留まらず、経営改善や事業再生および

販路拡大等の様々な課題に対し、総合的に支援する態勢を構築しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、営業店および本部関係各部

との連携や外部機関の活用等を通じ、お取引先の事業承継に一定の貢献ができ

たものと評価しております。今後も引き続き、お取引先の事業承継に関する潜

在的なニーズの発掘に努めるとともに、適切な指導・助言および問題解決のた

めの最適な施策の提案を行う等、事業承継に対する支援機能を強化してまいり

ます。 

 

g．地方創生に向けた支援の取組み 

 平成 26 年 12 月に政府が閣議決定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を受けて、各地方公共団体は独自に地域の特性・実情等を踏まえた「地方版総

合戦略」を策定することとなりました。 

当金庫は、地域金融機関に期待される役割を十分に発揮し、地方創生に向け

た取組みに積極的に関与するため、震災以降、復興に資する取組みに係る統括

部署としての役割を担ってきた復興支援部を担当部門として、当金庫営業エリ

ア内の地方公共団体に対して、地方版総合戦略に掲げる具体的な施策の円滑な

実施等に係る支援を行ってまいります。 

なお、本店所在地である気仙沼市においては、復興支援部担当役員が「けせ

んぬま創生戦略会議委員」を委嘱され、同戦略策定作業に参画しております。 

 当金庫は、前経営強化計画の実施期間において、地方公共団体との連携によ

る活動や「けせんぬま創生戦略会議」への参画等を通じ、地域の復興・創生お

よび地域経済の活性化に一定の貢献ができたものと評価しております。今後も

引き続き、基本方針および経営理念にもとづき、金融仲介機能を十分に発揮す

るとともに、地方公共団体や商工会議所・商工会との連携はもちろんのこと、

地域再生・活性化に携わる市民やＮＰＯ法人等の地域関係者・団体との連携を

図りながら、地方創生に向けた取組みを積極的に推進してまいります。 
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（４）その他主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方策 

イ．創業または新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策 

(ｲ) 外部機関との連携による支援 

 当金庫は、営業店と復興支援部および企業支援部が連携し、新規創業や新たな

事業分野の開拓を目指す事業者に対して、経営相談、指導・助言、セミナーの開

催および経営情報の提供等、事業者が抱える悩みや課題等を解決するための支援

の取組みを積極的に行っております。 

 この取組みの実効性を高めるため、㈱日本政策金融公庫、信用保証協会、(独)

中小企業基盤整備機構、宮城県よろず支援拠点およびＴＫＣ東北会等の外部機関

との連携強化を図っており、外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積

極的に活用しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、地域における雇用機会の創出および地域経済の活

性化への貢献が期待できるため、外部機関との連携・協力関係を構築し、創業や

新事業開拓に対する支援機能を強化してまいります。 

 

(ﾛ) 創業等事業者向け商品の提供 

 当金庫は、創業支援につきまして、プロパー商品の充実に加え、信用保証協会

などの公的機関による各種融資制度や保証制度を取り扱っており、お客様の状況

に適した提案に努めております。 

また、持続性を持った地域社会の再生には、ＮＰＯや市民団体との連携も有効

な取組みであることから、ＮＰＯ等との連携によるワークショップやセミナーの

開催を通じ、コミュニティビジネス、ソーシャルビジネスの発掘に努めてまいり

ました。 

 当金庫は、今後も引き続き、新規事業の立上げ時等に必要となる資金需要に積

極的に対応するとともに、新たな融資商品等の開発・提供も検討してまいります。 

 

(ﾊ) 創業支援ファンドおよび助成金の活用による支援 

 当金庫は、信金中央金庫が中小企業のライフステージに応じたコンサルティン

グ機能の発揮が期待される信用金庫の取組みをサポートするため信金キャピタ

ル㈱との共同出資により設立した中小企業向け創業・育成＆成長支援ファンド

「しんきんの翼」を活用した支援を実施しており、平成 28 年 3 月末現在におけ

る活用実績は、1件となっております。 

 なお、当ファンドは、「創業・育成」や「成長（あるいは成長分野）」のステー

ジにある信用金庫取引先の中小企業に対して、資本または資本性資金を直接供給

することを目的として、平成 26年 6月より運営が開始されております。 

 当金庫では、今後も引き続き、事業者に対する創業等に係る支援が必要となる

場合には、当ファンドを活用してまいります。 
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 また、当金庫は、平成 23年 11月に米国ＮＧＯ「メーシーコープ」および国内

ＮＰＯ「プラネットファイナンスジャパン」と共同で、「三陸復興トモダチ基金」

を創設し、新規に起業する事業者への助成事業を取り扱いました。平成 27 年 3

月をもって新規募集を終了しておりますが、助成実績は 76件、109百万円となっ

ております。 

 さらに、平成 25 年 12 月に(公財)日本財団からの支援を受けて創設した「(一

財)気仙沼しんきん復興支援基金」の「ソーシャルビジネス等支援助成制度」に

おいて、被災地の多様化する社会的課題をビジネスの手法により解決するソーシ

ャルビジネス等に対し、助成事業を実施しており、平成 28 年 3 月末現在におけ

る助成実績は、6件、8百万円となっております。 

 

ロ．経営に関する相談その他の取引先の企業（個人事業者を含む。）に対する支援に

係る機能の強化のための方策 

(ｲ) 販路開拓・拡大等に係る支援 

 当金庫は、お客様の新たな販路や仕入先の開拓・拡大および事業の拡大等を支

援するための取組みとして、信用金庫業界および信金中央金庫の全国ネットワー

クを活用して開催されるビジネスフェアや個別商談会等への出展機会をお取引

先に紹介・提供しております。 

 また、(一財)気仙沼しんきん復興支援基金と連携し、平成 26 年 4 月より外部

専門機関と連携したハンズオンによる販路開拓支援事業に取り組んでいるほか、

平成 27年 10月には「食品表示制度セミナー」の開催を皮切りに、実務者レベル

のセミナー、成分分析調査および機能性調査等に係る支援、ひいては資金調達の

円滑化に至るまでのパッケージ化した食品表示法対応支援プログラムを開始す

るなど、お客様のニーズに合わせたきめ細かな支援策を実施しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、お客様のビジネスチャンスの創出および地域経済

の活性化への貢献が期待できるため、信用金庫業界のネットワーク等を活用した

ビジネスマッチング等による販路開拓・拡大等支援の取組みを積極的に推進して

まいります。 

 

(ﾛ) 経営改善に係る支援 

 当金庫は、震災以降、復興支援課（現復興支援部）が中心となり、お取引先の

ライフステージに応じた支援の強化を図ってまいりましたが、外部機関等と連携

し、ビジネスマッチング等の施策を組み合わせていくことにより、お取引先の復

興の進捗度合いに留意しながら、財務内容の改善に留まらず、売上向上策などの

業績改善を含めた経営改善支援に取り組んでおります。 

さらに、平成 26 年 9 月に、お取引先の経営改善・事業再生等の支援に係る専

担部署として「企業支援課」（現企業支援部）を設置し、営業店および本部関連
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部署との連携または必要に応じて外部機関等との連携により、お取引先の経営改

善、事業再生および生活再建等に向けた取組みを積極的に支援しております。 

また、お取引先に対する経営改善および事業再生支援等にあたっては、中小企

業再生支援協議会、産業復興機構、㈱地域経済活性化支援機構および(独)中小企

業基盤整備機構等の外部機関や税理士等の外部専門家との連携強化を図ってお

り、外部機関等の専門的な知見、ノウハウおよび機能を積極的に活用しておりま

す。 

 当金庫は、今後も引き続き、経営改善支援先の的確な実態把握に努めるととも

に、外部機関等との連携も図りながら、適切な指導・助言および経営課題等解決

のための最適な施策の提案を行う等、コンサルティング機能を十分に発揮してま

いります。また、当金庫は、このような活動を通じて、お取引先に自らの経営の

目標や課題を正確かつ十分に認識していただいて主体的な行動を促すとともに、

支援先の経営改善および成長に向けた取組みを最大限支援してまいります。 

 

(ﾊ) コンサルティング機能を発揮等できる人材の育成 

 当金庫は、地域の復興・創生を果たすためには、地域やお客様が抱える課題を

的確に認識し、適切な方法等により解決できる人材を育成することが必要である

と考えております。 

 具体的には、お取引先の経営改善、事業再生および生活再建等の取組みを支援

することができるコンサルティング機能の発揮や目利き力の向上に向けた人材

の育成を図るため、外部機関が主催する研修やセミナー等に積極的に職員を派遣

するとともに、経営改善・事業再生等をテーマとした実務研修、庫内トレーニー

制度の実施、営業店におけるＯＪＴの推進、担当役員・本部部長等による営業店

への臨店指導を通じて、職員のスキルアップに努める等、課題解決型金融サービ

スの実現に向けて人材を育成、強化してまいります。 

 

ハ．早期の事業再生に資する方策 

(ｲ) 外部機関との連携等による取組み 

当金庫は、抜本的な事業再生により経営の改善が見込まれると判断したお取引

先に対して、事業再生に向けた具体的な方針の検討、最適な再生方法の選択およ

び提案等を行っております。 

具体的には、中小企業再生支援協議会、各県の産業復興センターおよび他金融

機関と連携し、経営改善計画の策定支援および自治体等の支援施策の活用による

事業再生を支援するとともに、産業復興機構、㈱東日本大震災事業者再生支援機

構および㈱地域経済活性化支援機構等を活用した再生支援に取り組んでおりま

す。また、外部機関を活用した再生支援後においても、必要に応じて連携先と協

力しながら、支援先の業況や経営改善の進捗状況等についてモニタリングを継続
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するとともに、適切な指導・助言等を行っております。 

なお、平成 28 年 3 月末現在における外部機関の活用実績は、宮城産業復興機

構 20件、岩手産業復興機構 6件、㈱東日本大震災事業者再生支援機構 25件およ

び㈱地域経済活性化支援機構 1件となっております。 

当金庫は、今後も引き続き、地域における雇用維持および地域経済の活性化へ

の貢献が期待できるため、外部機関等との連携・協力関係を構築し、財務等の抜

本的な見直しによる早期の事業再生に向けた取組みを推進してまいります。 

 

(ﾛ) 事業再生支援ファンドの活用 

当金庫は、被災地域で事業再生に取り組む事業者を支援することを目的として

信金中央金庫が設立した復興支援ファンド「しんきんの絆」を活用した支援を実

施しており、平成 28年 3月末現在における活用実績は、10件となっております。 

当金庫は、今後も引き続き、事業再生の必要なお取引先に対して、ファンドの

活用による支援も検討してまいります。 

 

(ﾊ) ＤＤＳ等による金融支援 

当金庫は、お取引先の財務体質の改善を図ることにより、事業再生の実現可能

性が高いと判断できる場合、既存の借入金を資本性借入金（劣後ローン）として

みなせるＤＤＳや株式に振り替えるＤＥＳによる金融支援が有効な手段である

と考えており、今後、これらの取扱いも検討してまいります。 

平成 28 年 3 月末現在において、債務者の財務基盤の強化および資金繰りの安

定化に資するため、当金庫の融資額の一部を資本性劣後ローンとして 1件取り扱

いしております。 

 

ニ．事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策 

(ｲ) 事業承継に対する支援 

 当金庫は、少子・高齢化の進行に伴い、経営者が悩みを抱える事業承継に関す

る相談に対して、営業店および本部が一体となって対応するとともに、必要に応

じて外部機関との連携も図りながら、問題解決に向けた支援の取組みを積極的に

行っております。 

 なお、Ｍ＆Ａによる事業承継支援については、当金庫、信金キャピタル㈱およ

び㈱日本Ｍ＆Ａセンターの 3 者間において、平成 25 年 1 月、「Ｍ＆Ａ業務協定」

を締結しており、外部機関の専門的な知見、ノウハウおよび機能を有効に活用し

ております。 

 また、当金庫における事業承継支援の強化・態勢整備として、平成 26 年 3 月

に当金庫本部・営業店担当者、信金中央金庫、(独)中小企業基盤整備機構の事業

承継コーディネーターから構成される「事業承継案件検討会」を設置し、個別案
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件の検討・協議、具体的な対応策の実施を進めております。 

さらに、平成 27 年度より「事業承継案件検討会」を発展的に拡充させた「企

業支援案件検討会」に改め、事業承継に留まらず、経営改善や事業再生および販

路拡大等の様々な課題に対し、総合的に支援する態勢を構築しております。 

 当金庫は、今後も引き続き、お取引先の事業承継に関する潜在的なニーズの発

掘に努めるとともに、適切な指導・助言および問題解決のための最適な施策の提

案を行う等、事業承継に対する支援機能を強化してまいります。 

 

(ﾛ) 相続等に関する相談対応 

 当金庫は、個人事業主からの事業承継に伴う相続に関する相談も多くあること

から、相談を受けた場合には、個人事業主が抱える課題を明確にするための支援

や専門家の紹介などの支援を実施しております。 

当金庫は、今後も引き続き、廃業や転業などに悩みを抱える事業者に対しては、

要望等を踏まえて対応してまいります。 
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６．信金中央金庫による優先出資の引受けに係る事項 

 信金中央金庫が引き受けている優先出資の内容は、次のとおりです。 

種類 社債型非累積的永久優先出資 

申込期日（払込日） 平成 24年 2月 20日（月）  

発行価額 

非資本組入額 

1口につき 5,000円（額面金額 1口 50円） 

1口につき 2,500円 

発行総額 15,000百万円 

発行口数 3,000,000口 

配当率 

（発行価額に対す

る年配当率） 

預金保険機構が当該事業年度において公表する優先配当年率

としての資金調達コスト 

ただし、日本円 TIBOR（12ヶ月物）または 8％のうちいずれか

低い方を上限とする。 

累積条項 非累積 

参加条項 非参加 

残余財産の分配 残余財産の分配は、定款に定める方法に従い、次に掲げる順

序によりこれを行うものとする。 

イ 優先出資者に対して、優先出資の額面金額に発行済優

先出資の総口数を乗じて得た額をその有する口数に応じ

て分配する。 

ロ 優先出資者に対して、優先出資の払込金額から額面金

額を控除した金額に発行済優先出資の総口数を乗じて得

た額を分配する（当該優先出資の払込金額が額面金額を

超える場合に限る。）。 

ハ 前イおよびロの分配を行った後、なお残余があるとき

は、払込済普通出資の口数に応じて按分して会員に分配

する。 

ニ 残余財産の額が前イおよびロの規定により算定された

優先出資者に対する分配額に満たないときは、優先出資

者に対して、当該残余財産の額をその有する口数に応じ

て分配する。 

 

７．剰余金の処分の方針 

当金庫は、地域のお客様から出資を受け入れ事業を行う協同組織金融機関として、

これまで事業によって生じた剰余金については、内部留保の充実に努めるとともに、

普通出資への安定的な配当を維持することを基本方針としております。 

当金庫は、経営強化計画に掲げる各種施策を着実に実施することにより、地域の復

興・創生および地域経済の活性化を通じ、収益確保に努めてまいります。 
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また、今後、優先出資については所定の配当を行うとともに、普通出資については

安定的な配当を実施できるよう、引き続き内部留保の蓄積に努め、優先出資の返済を

目指してまいりたいと考えております。 

 

８．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

（１）経営管理に係る体制および今後の方針 

 当金庫は、「理事会」と、理事会の委任を受けた審議・決定機関としての「常勤

理事会」を、委任関係により一体化した意思決定・監督機関と位置付けております。 

総代会においては、決算、取扱業務の決定、理事･監事の選任等の重要事項を決

議し、理事会は、「理事会規定」にもとづき、全役職員が共有する基本方針、経営

方針を決定しております。また、常勤理事会は、これらの方針に沿って、「常勤理

事会規定」にもとづき具体的な施策および効率的な業務遂行態勢を決定することと

しております。 

さらに、理事会は、内部管理に関する体制の整備に係る基本的な方針等を定め、

各種施策の実施にあたって、経営管理に関する体制を有効に機能させることにより、

経営の公平性および透明性の確保に努めております。また、それによって全ての利

害関係者の信頼に応えるとともに、社会から高く評価される金融機関となることを

目標としております。 

また、当金庫は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、反社会的勢力に対

し毅然とした態度で臨み、確固たる信念をもってこれを排除し、その関係遮断を徹

底することにより、公共の信頼を維持し、業務の健全性および適切性の確保に努め

ております。 

なお、経営強化計画については、理事会において決議のうえ、各担当部門が取組

みを行い、理事会および常勤理事会がその進捗管理を担うこととしております。 

理事会は、ＰＤＣＡサイクルのＰ（Ｐｌａｎ）にあたる計画策定を行い、各担当

部門が、Ｄ（Ｄｏ）にあたる施策遂行を担います。理事会および常勤理事会は、復

興支援部からの報告を受け、Ｃ（Ｃｈｅｃｋ）にあたる実施状況の確認とその評価

を実施するとともに、取組みが十分でないと認められる場合には、各担当部門に対

し、Ａ（Ａｃｔｉｏｎ）にあたる要因分析と対応策の立案について指示を行うこと

により、本計画の実現に向けて、役職員一丸となって取組みを進めてまいります。 

 当金庫は、今後も引き続き、基本方針等にもとづく適切な経営管理体制を維持・

強化するとともに、実効性の確保に努めてまいります。 
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■経営管理態勢組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）業務執行に対する監査または監督の体制および今後の方針 

 当金庫は、監事および監査部による業務執行態勢の監査に努めております。 

監事については、常勤監事に加え、信用金庫法にもとづき員外監事を選任してお

ります。監事は、重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため、理事

会、常勤理事会およびその他の重要な委員会に出席するほか、重要な稟議書その他

業務執行に関する重要な書類を閲覧し、理事または職員に対し、必要に応じて説明

を求めることとしております。また、監査部による内部検査結果や、当金庫に著し

い損害を及ぼすおそれのある事実および理事の職務遂行に関する不正行為、法令･

定款に違反する行為等について、遅滞なく報告を受ける態勢を整えております。 

 監査部については、理事長直轄部署として、内部管理態勢に加え、法令等遵守態

勢やリスク管理態勢についても検査を行い、その結果を常勤理事会や監事に報告す

るとともに、必要に応じて理事会に報告しております。 

経営強化計画の遂行についても、監事および監査部において業務執行態勢を監査

し、必要に応じて課題を洗い出すことにより、円滑な施策の実施を図っております。 

また、会計監査人による外部監査は、後藤公認会計士事務所と監査契約を締結し
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ており、厳正な監査を受け会計処理の適正化等に努めております。 

当金庫は、今後も引き続き、適切な業務執行に対する監査または監督の体制を維

持・強化するとともに、実効性の確保に努めてまいります。 

 

（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）および市場リスクの管理を

含む各種のリスク管理の状況ならびに今後の方針 

イ．信用リスク管理 

 信用リスク管理については、融資部審査課を主管部署と定め、当金庫リスク管理

マニュアルにもとづく管理を実施しております。 

当金庫は、中小企業者向け金融に携わる地域の協同組織金融機関として、地域に

密着した渉外活動等を通じて収集した様々な情報をもとに、取引実績や事業計画の

妥当性を十分検討したうえで、融資権限規程にもとづいた貸出実行に取り組んでお

り、地域のお客様への幅広いニーズに迅速・的確にお応えしてまいりました。 

また、当金庫の取引対象である事業者は、大企業に比して財務体質が脆弱なため、

環境変化に伴う倒産・廃業などの発生可能性が比較的高いことを踏まえ、業種別・

資金使途別・債務者別管理により、与信集中リスクを抑制することとしております。 

今後も、内部研修の実施や(一社)東北地区信用金庫協会等主催の外部研修への受

講生派遣、本部から営業店に対する臨店指導などを通じ、貸出審査能力の向上を図

ってまいります。 

なお、信用リスクのうち不良債権については、融資部管理課を主管部署とし、各

営業店および融資部審査課・復興支援部・企業支援部と連携のうえ、条件変更等の

金融円滑化対応や経営改善支援への取組みを通じ、信用リスクの低減に努めており

ます。 

また、震災以降は、被災者支援に取り組むことが重要であるとの認識に立ち、被

災した債務者の実態把握と今後の見通しを踏まえた再建支援等に注力することと

しております。震災から 5 年以上経過しておりますが、各自治体の復興計画の進捗

状況等の遅れなどから、依然として事業を再開できない事業者や事業規模の縮小を

余儀なくされている債務者も多く、営業店においては、被災債務者の現況、事業再

開の見通しや事業再開後の状況について実態把握に努めております。 

今後、被災債権の状況が変化するにつれ、担保の滅失や債務者の廃業などによる

信用リスク顕在化のおそれがありますが、債務者の実態を踏まえ、事業の再生可能

性を十分に協議・検討したうえで再生支援に取り組むとともに、資産の自己査定を

実施し、適切に償却・引当を行ってまいります。 

 

ロ．市場リスク管理 

 市場リスク管理については、総務部総務課を主管部署と定め、当金庫リスク管理

マニュアル・余資運用基準等にもとづく管理を実施しております。 
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また、ＡＬＭ委員会において、資産・負債の総合管理により、当金庫の運用・調

達勘定全体を見通した投資方針を決定するとともに、市場リスクのモニタリングお

よびコントロールが適切に行われていることを確認しております。 

有価証券投資においては、運用基準枠を設定し保有限度額を設定するとともに、

リスクが高い外国証券については１投資対象先あたりの投資限度額を定め、流動性

および健全性に配慮した、安全性重視の運用スタンスを採用しております。購入後

においては、ロスカット基準および減損基準を設けるとともに、アラームポイント

の設定により過度な損失を避ける運用を行っております。 

近年の預金残高の増加に伴い、余資運用は増加傾向にありますが、今後も市場リ

スク管理の高度化に向け、信金中央金庫等の支援を受けて人材育成を進めながら、

引き続き安全性重視の運用に取り組んでまいります。 

 

ハ．流動性リスク管理 

 流動性リスク管理については、総務部総務課を主管部署と定め、当金庫リスク管

理マニュアルにもとづく管理を実施しております。 

当金庫は、資金繰りの逼迫度合いに応じた資金確保等の対処方法を定めており、

さらに緊急を要する場合には、常勤理事会またはＡＬＭ委員会において、必要な対

応策を講じることとしております。また、支払準備資産を信金中央金庫に預け入れ

ることにより、緊急時にも信金中央金庫より流動性の提供を受けられる態勢を整え

ております。 

今後、企業活動の正常化や被災者の生活再建などにより、預金払戻しが増加する

局面を迎えた場合においても、資金繰りに窮することがないよう、引き続き適切な

流動性管理に努めてまいります。 

 

ニ．オペレーショナル・リスク管理 

 オペレーショナルリスク管理については、事務リスク、システムリスク、法務リ

スク、人的リスク、有形資産リスク、風評リスクをリスクと認識したうえで、リス

ク管理マニュアルにおいて管理方針および態勢を定め、適切な管理に努めておりま

す。 

当金庫は、今後も引き続き、オペレーショナルリスク管理の主管部署をリスク管

理部と定め、役職員一人ひとりのリスク認識を高めることが重要であるとの認識の

下、本部通達による注意喚起や役員によるケーススタディ等を通じ、実効性の確保

に努めてまいります。 

(ｲ) 事務リスク 

 事務リスク管理については、業務部業務課を主管部署と定め、全ての業務に事

務リスクが存在することを認識したうえで、各事務規程、要領、マニュアル等の

充実により、事務リスクの低減に努めております。 
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 各部店においては、業務の多様化に対応するため、事務処理状況の把握や職員

教育を行うとともに、主管部署による事務指導や検査部門による内部検査を実施

し、規程、要領等の遵守状況のチェックによる事故防止を図っております。 

事務の正確性確保については、主管部署において事務ミスの内容を分析したう

えで、営業店とともに誘発要因の解消に努めているほか、事務ミスの防止や効率

化を目的に職員が事務改善に対する提言ができる事務改善提言シートを導入し

ております。 

 

(ﾛ) システムリスク 

 当金庫は、(一社)しんきん共同センターに加盟し、「しんきん共同システム」の

利用を通じた安定稼動により、システムリスクの低減を図っております。 

 システムリスク管理については、事務部事務管理課を主管部署と定め、コンピ

ュータシステムの障害や誤作動、不備、不正利用、サイバーテロ等により当金庫

が被るリスクを未然防止するため、「情報資産保護に関する基本方針」「オンライ

ンシステム障害対応マニュアル」等の規程、要領にもとづき、管理体制の整備と

適切なシステム管理運営に努めております。 

セキュリティ管理については、「情報セキュリティ統括責任者」を設置するこ

とにより、セキュリティとアクセスコントロールの統括管理を実施しており、ま

た、災害時等における対応につきましても、影響を最小限に抑えるよう業務継続

基本計画を策定しております。 

 

(ﾊ) 法務リスク 

 法務リスク管理については、総務部総務課を主管部署と定め、企業倫理の確立

と法令遵守の企業風土を醸成し、信用の維持、確保を図るべく、当金庫の策定し

た「コンプライアンス基本方針」「行動綱領」「役職員の行動基準」等に則り、法

令・庫内規程等に違反する行為、ならびにそのおそれのある行為の未然防止に努

めております。 

 また、コンプライアンス関連マニュアル等の整備を図るとともに、各部店には

「コンプライアンス担当者」を置き、庫内研修の実施により意識の向上を目指し

ております。 

 

(ﾆ) 人的リスク 

 人的リスク管理については、人事運営上の不公平・不公正（報酬・手当・解雇等

の問題）および差別的行為（セクシャルハラスメント、パワーハラスメント等）か

ら生じる損失・損害をリスクとして認識し、人事部人事課を主管部署と定め、情報

の収集、分析を行いリスクの把握を行っております。 

また、コンプライアンスマニュアルにもとづくチェックリストを全職員が提出す
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ることにより、人的リスク発生の未然防止に努めております。 

 

(ﾎ) 有形資産リスク 

 有形資産リスク管理については、主管部署である総務部総務課で有形資産の管理

を行い、災害時等において生じる毀損・損害のリスクをあらかじめ確認し、必要に

応じて改修等の施策を講じるなど、適切な管理を行っております。 

また、本部各部ならびに各営業店との連携を密にして、潜在的なリスクをいち早

く把握するよう努めております。 

 

(ﾍ) 風評リスク 

 風評リスク管理については、総務部総務課を主管部署と定め、ディスクロージャ

ー誌等により透明度の高い情報開示を行い、当金庫の経営の健全性を広く顧客に伝

達するとともに、当金庫の評判に影響を及ぼすと思われる事項について、総務部総

務課は各部店との連絡を密にし、情報収集と公共報道、顧客動向のモニタリングに

努め、風評リスクの発生回避や極小化に努めております。 

また、風評リスクが発生した際に、その影響度による管理手法を定めており、迅

速かつ適切な対応を取れるような態勢を整備しております。 

 

■統合的リスク管理体制 
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